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To clarify effective methods of natural disaster prevention and reduction by green and open spaces, 

we conduct a case study on the functions which green and open spaces have fulfilled at the time of the 
large-scale disasters, such as the Great East Japan earthquake, the Chuetsu Earthquake and so on. 

 
 
［研究の背景及び目的］ 
 国土交通省では、平成 7年の阪神・淡路大震災等を

踏まえ、補助事業や都市公園法の特例措置、ガイドラ

インの公表等により、防災公園の整備を推進してきた。

阪神・淡路大震災から 15 年以上が経過し、この間に発

生した震災においては、公園が避難地や復旧・復興活

動の拠点として活用され、新たな役割も見出された一

方、津波や液状化による施設被害、帰宅困難者への対

応など新たに対応すべき課題も生じた。また近年、温

暖化の進行により危惧されているような極端な降雨が

現実に発生し、地震・津波対策だけでなく水害等への

対策においても「最悪の事態」を想定した備えが求め

られている。実際、東日本大震災の復興事業における

支援措置などでは、震災の教訓を踏まえた対応が図ら

れているところである。 

 今後は、近い将来に発生が想定される南海トラフ地

震、首都直下地震、大規模水害等に対応した防災公園

の効果的な整備を一層推進するためには、近年発生し

た大規模災害において公園が果たした役割、課題等に

ついて検証するとともに、対応方策をガイドライン等

の施策に反映することが必要である。 

 本研究では、近年の大規模災害時における公園緑地

の防災・減災効果発現事例について、文献調査等によ

る資料の収集・分析を行い、みどりによる都市の強靭

化方策の検討に資する基礎資料（効果の類型整理、効

果発現の要件と考えられる事項等）を整理した。 
 
［研究内容］ 
１．文献収集・整理 

 東日本大震災、新潟県中越地震などを対象に、既往

研究や地方公共団体等の公表資料を収集し、地震災害

時における活用事例や課題などのうち公園緑地に関連

する情報を整理した。資料収集方法としては、通常の

文献検索のほか、地域防災計画データベース（総務省

消防庁）、ひなぎく NDL 東日本大震災アーカイブ（国

立国会図書館）などのデータベースを活用した。 

２．事例集の作成 

 収集した文献等の資料をもとに、今後想定される災

害への対策の検討や、各地での実践の参考となるよう、

事例集を作成した。対象とした主な事例は表-1 のとお

りであり、このうち３つの事例を次頁に紹介する。 

 

［今後の予定］ 
 本研究で作成した事例集も活用し、国土交通省都

市局公園緑地・景観課とともに、平成 27 年度に「防

災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）」の

改訂を行う。 

 

表-1 文献調査で抽出された主な事例 

 公園名（管理者） 備考 
1 三木総合防災公園（兵庫県） 後方支援拠点 
2 遠野運動公園（遠野市） 後方支援拠点 
3 北上総合運動公園（北上市） 活動拠点 
4 あづま総合運動公園（福島県）避難地 
5 鳳公園（堺市） 避難地（ＮＰＯ運営の取組） 
6 神栖中央公園（神栖市） 避難地（津波災害への備え） 
7 本丸公園（陸前高田市） 避難地 
8 日比谷公園（東京都） 帰宅困難者への対応 
9 刈谷田川防災公園（見附市） 水害時の活動拠点機能の導入 
10 新横浜公園（横浜市） 遊水地機能の導入 
11 街区・近隣公園（浦安市） 生活再建支援（仮設トイレ） 
12 千石運動公園（小千谷市） 生活再建支援（仮設住宅） 
13 大只越公園（釜石市） 生活再建支援（仮設商店街） 
14 奥松島運動公園（東松島市） 復旧支援（災害廃棄物仮置場）

15 東部運動公園（東松島市） 復旧支援（被災車両仮置場） 
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【事例１】神栖中央公園（神栖市） 

 茨城県神栖市では、平成 22 年度から整備を開始し

ていた神栖中央公園において、東日本大震災後に、

震災復旧工事の残土を利用し、津波避難のための築

山を整備した（平成 26 年 4 月供用開始）。 

 同公園は、約 19ha の広大な敷地の中に、備蓄倉庫、

耐震性貯水槽（飲料用）、防災トイレ、カマドベンチ

などの防災設備を備えており、築山（ふれあいの丘）

は、標高 15m（地上高 8.5m）の高さと直径 80m の広

さを有し、標高 10m 以上の場所に約 1,500 人が避難

可能とされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 津波避難のための築山（ふれあいの丘） 

 

【事例２】日比谷公園（東京都） 

 東日本大震災の地震発生直後、東京都千代田区の

日比谷公園には周辺のビルから多くの人々が避難し

てきた。飲食施設などが入る「緑と水」の市民カレ

ッジの建物には、一時 100 名余が集まっており、終

夜、休憩所・滞在所として開放され、ラジオでニュ

ースを流すほか、ホワイトボードを情報掲示板とし

て交通機関運行等の情報が貼り出され、逐一情報更

新が行われた。また、毛布等の備蓄がない中、防寒

用にテーブル用の布クロスを滞在者に貸し出すなど

の対応が行われた。 

 現在、日比谷グリーンサロンと「水と緑」の市民

カレッジが、東京都の都立一時滞在施設（発災から

最大３日間を目安に帰宅困難者を受け入れる施設）

として指定されているほか、公園内のオープンスペ

ースは千代田区の災害時退避場所（災害直後の危険

や混乱を回避し身の安全を確保するための一時的な

退避場所）に指定されている。 

 同公園の事例を踏まえると、防災公園における帰

宅困難者への対応としては、帰宅等の徒歩移動中に

水やトイレを提供すること以外にも、商業地域や集

客施設の付近で、発災直後の混乱時に一時的に滞留

者を受入れ、災害の状況や一時滞在施設の開設状況

などの情報を提供する機能を発揮することも考えら

れる。 

  
写真-2 東日本大震災発災直後の日比谷公園 

     （左：霞門付近、右：市民カレッジ内） 

 

 

【事例３】新横浜公園（横浜市） 

 新横浜公園のある鶴見川流域は、古来洪水被害が

多く発生する地域であり、治水対策が大きな課題と

なっていたことから、地震災害時における避難地機

能と水害時の遊水地機能という多機能な空間（多目

的遊水地）として新横浜公園・鶴見川遊水地が整備

された。 

 新横浜公園内にある日産スタジアムは、駅前と一

体的に約 20 万人を収容可能な広域避難所として地

域防災計画に位置付けられている一方で、千本以上

の柱の上に乗る形で建設されており、洪水時にはス

タジアムの下に水を流しこむ仕組みになっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 洪水時に公園が遊水地となっている様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 新横浜公園・鶴見川遊水地の機能イメージ 
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 We are researching on new methods for improving the quality of urban parks. In FY2014, the 
division collected and studied a variety of cases from the view point of high-level use of park space, 
using lease contract and private qualifications system. 
 
［研究の目的及び背景］ 

近年、急速な少子高齢化や財政悪化等の社会経済情

勢の変化に伴い、都市公園ストックの適切な管理と更

新が課題となっており、多様な主体の参画による効率

的な再整備や管理運営の促進が必要とされている。こ

のため、緑化生態研究室では、都市公園の品質向上に

資する新たな手法についての検討を行っている。 

本研究は、公園空間の利用の高度化、官民の柔軟な

権利契約関係の設定等により、老朽化が進む都市公園

の再整備や管理運営への多様な主体の参画を促進し、

都市公園の質的向上を実現することを目的に、新たな

手法の可能性と課題を検討するものである。 

平成２６年度は、公園空間の高度利用、リース契約の

導入、民間資格・表彰制度の活用の観点から、先進的

な取り組みや関連分野の動向を踏まえて、新たな都市

公園整備・管理手法と実現する上での課題を検討した。 

  

［研究内容］ 

平成２６年度は、公園空間の高度利用、リース契約の

導入、民間資格・表彰制度の活用の観点から、先進的

な取り組みや関連分野の動向を踏まえて、新たな都市

公園整備・管理手法と実現する上での課題を検討した。

１．公園空間の高度利用事例に関する整理 

 都市公園法は、都市公園の本質である、一般公衆が

自由に利用できる公共オープンスペースという性格を

担保するため、公園に設置することのできる施設を限

定的に定めるなど、様々な規制を設けてきた。一方で、

主に災害対策応急施設などをはじめとして占用許可物

件が随時拡充されるとともに、第３者に公園施設の設

置又は管理を許可できる要件として、公園管理者が自

ら設け又は管理することが不適当な場合に加え、地域

住民や民間事業者等が設置又は管理した方が公園の機

能の増進に資する場合も認められるようになるなど、

多様な主体の参画による効率的な公園管理が求められ

てきた。本研究では、これらの各種取り組みについて、

制度概要の見込まれる効果、活用事例を文献調査によ

り整理した。（表-1、表-2 及び図-1） 

２．リース契約の導入に関する検討 

 「リース取引」とは、特定の物件の所有者たる貸手

（レッサー）が、当該物件の借手（レッシー）に対し、

合意された期間（リース期間）にわたりこれを使用収

益する権利を与え、借手は、合意された使用料（リー

ス料）を貸手に支払う取引（企業会計基準第 13 号「リ

ース取引に関する会計基準」）である。都市公園では、

老朽化等により安全性に支障が生じた施設の早急な更

新、少子高齢化等による地域ニーズの変化への柔軟な

対応などが求められており、民間の所有する施設や土

地をリース契約により一定期間に限って利用者に提供

することには、様々なメリットが期待できる（図-2）。 

一方、都市公園におけるリース契約は、管理事務所

内のＯＡ機器、管理用車両の調達等、一部で活用され

ているものの、遊具、植栽などの公園施設そのものや

公園用地を対象とした事例は見られない。そこで都市

公園や他の公共調達におけるリース契約の事例につい

て、文献調査及びヒアリング調査により収集整理した。 

３．資格・表彰実績による能力評価に関する検討 

 今後、小規模な地方公共団体ほど専門的な知見・技

術を有する職員の不足・不在や、投資余力の低下など

の事情が深刻化することが想定されるため、公園管理

運営等に関する民間資格を発注要件や評価項目として

採用するなどにより、民間の専門的知識・技能を効果

的に活用するが求められる。 

 本研究では、既存の資格制度・表彰制度の一例を対

象都市、情報収集・分析の方法を検討した。 
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